別紙１（第４条関係）
1　補助金種類
	事業区分
	補助対象経費
	補助率
	限度額

	新築補助
	建築工事費が
5,000,000円以上の住宅
	建築費用の10％

	単身・夫婦世帯
1,000,000円
子育て世帯
2,000,000円

	賃貸改修補助
（申請者は利用者のみ可）
	空き家を賃貸するため修繕及び増築工事で居住に必要な場所に係る経費。ただし、経費総額が（消費税及び地方消費税を含む。）500,000円以上となる工事を対象とする。また、改修及び増築等は業者施行の工事費に限る（いわゆる「DIY」関係費用は対象外）ものとする。
	改修費用の50％

	1,000,000円

	物件取得補助
	空き家又は賃貸物件取得費（当該宅地取得費を含む。）
	取得費用の50％
	単身・夫婦世帯
1,000,000円
子育て世帯
1,500,000円

	物件改修補助
	空き家取得に伴う、居住に必要な改修及び増築等費用。
また、改修及び増築等は業者施行の工事費に限る（いわゆる「DIY」関係費用は対象外）ものとする。
	居住に必要な改修・増築等費用の対象経費合計額の50％
	単身・夫婦世帯
1,000,000円
子育て世帯
1,500,000円

	家財処分補助（単独での使用は不可）
	所有者及び利用者が取得又は賃貸するための不要物（仏壇を含む）の撤去処分にかかる経費。但し、抜魂費用やお布施等の費用は対象外。
	処分費全額
	50,000円


※補助率及び限度額については、金額の千円単位以下を切り捨てて計算する。




2　補助対象経費
	区分
	工事内容等

	
外部工事
	屋根のふき替え、防水、塗装等その他の屋根工事

	
	外壁の張替え、塗装等その他の外装工事

	
	雨どいの交換、塗装等その他のとい工事

	
	開口部及びガラスの取り換えその他の建具工事

	

内部工事

	床材の張替え、壁材及び天井材の張替えその他内装工事又はタイル工事

	
	床材、壁材及び天井材の塗り替えその他の塗装工事又は左官工事

	
	ユニットバス及び浴槽の取り換えその他の浴室工事

	
	システムキッチンの取り換えその他の厨房工事

	
	洗面台及び便器の取り換え（洋式化含む）その他衛生設備工事

	

その他
	既存住宅の増改築工事（建物全体の解体工事は除く）

	
	外部工事、内部工事及び建設設備工事に関連して行う解体工事

	
	耐震改修工事

	
	インターネット回線工事

	
	その他村長が認めるもの

























別表2（第6条関係）
申請時に必要な書類
	事業区分
	申請時必要書類

	新築補助
	・申請書（様式第1号）
・誓約書（様式第2号）
・申請者の現住所が村外の場合、居住地の完納証明書
・申請者の現在住所記載の身分証明書の写し
・工事に係る見積書の写し
・工事に係る住宅の平面図の写し

	賃貸改修補助
	・申請書（様式第1号）
・誓約書（様式第2号）
・申請者の現住所が村外の場合、居住地の完納証明書
・申請者の現在住所記載の身分証明書の写し
・申請者が利用者の場合、賃貸借契約書の写し
・工事に係る見積書の写し
・工事に係る住宅の平面図の写し
・同意書（様式第2の2号）

	物件取得補助
	・申請書（様式第1号）
・誓約書（様式第2号）
・申請者の現住所が村外の場合、居住地の完納証明書
・申請者の現在住所記載の身分証明書の写し
・売買契約書の写し

	物件改修補助
	・申請書（様式第1号）
・誓約書（様式第2号）
・申請者の現住所が村外の場合、居住地の完納証明書
・申請者の現在住所記載の身分証明書の写し
・工事に係る見積書の写し
・工事に係る住宅の平面図の写し

	家財処分補助
	・申請書（様式第1号）
・誓約書（様式第2号）
・申請者の現住所が村外の場合、居住地の完納証明書
・申請者の現在住所記載の身分証明書の写し
・売買又は賃貸契約書の写し
・家財処分に係る見積書の写し







別表3（第9条関係）
実績報告時に必要な書類
	事業区分
	申請時必要書類

	新築補助
	・実績報告書（様式第6号）
・工事に係る請求書及び領収書の写し
・工事完了写真

	賃貸改修補助
	・実績報告書（様式第6号）
・工事に係る請求書及び領収書の写し
・工事前及び完了後の写真

	物件取得補助
	・実績報告書（様式第6号）
・購入に係る請求書及び領収書の写し
・全部事項証明書

	物件改修補助
	・実績報告書（様式第6号）
・工事に係る請求書及び領収書の写し
・工事前及び完了後の写真

	家財処分補助
	・実績報告書（様式第6号）
・処分に係る請求書及び領収書の写し
・処分前及び処分完了後の写真























